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１．研究の背景・目的

　２００７年４月１日，専門職大学院設置基準の一部

改正が施行され，教職大学院の創設に関する事項

が規定された。これにより，わが国でも本格的な

大学院レベルでの教員養成（教師教育）の推進が

期待されるが，既存の修士課程との差別化，修了

者の処遇といった現実的な課題も散在している。

そして専門職大学院として設置されるゆえに，認

証評価のあり方が問われることになる。教職大学

院の認証評価については，日本教育大学協会が

２００５年に「評価に関するプロジェクト」を立ち上

げ，認証評価基準と認証評価機関の組織設計につ

いての議論を行っている。さらにこのプロジェク

トの成果を発展させる形で，２００７年に理事会の下

に「教職大学院認証評価団体設立特別委員会」が

設置され，認証評価機関の設立に向けての動きが

急速化してきた。

　このような教員養成機関に対する評価の動きは，

教職大学院だけに限って議論されてきたものでは

ない。国立の教員養成系大学・学部の在り方に関

する懇談会による報告書（２００１）では，自己点検・

評価を含めた教員養成学部の評価システムの確立

が示されている。さらに，２００６年７月の中央教育審

議会答申『今後の教員養成・免許制度の在り方に

ついて』においては，教職課程の質的水準向上策

の一つとして，教職課程に係る事後評価機能や認

定審査の充実が提言されている。このように教員

養成機関に対する評価体制の整備は，わが国の教

員の質的向上にも関わる重要な課題となっている。

　ところで，わが国の認証評価制度のあり方を探

る際に参考とされてきたアメリカに目を向けると，

教員養成に関しては約８０年前にアクレディテー

ションが始められている。そして近年では，二つ

のアクレディテーション団体が存在しており，そ

の方法も大きく変化してきた。そもそもアクレ

ディテーションとは，あらかじめアクレディテー

ション団体によって設定された基準を満たしてい

アメリカにおける教員養成分野の第三者評価の実態

─ニューヨーク大学を事例として─

佐藤　仁＊

　

要　旨

　本稿は，アメリカにおける教員養成分野の第三者評価（アクレディテーション）の実態の一端を描き出

すことを目的に，Teacher Education Accreditation Council（TEAC）のアクレディテーションに教員養成

機関がどのように対応しているのかを明らかにするものである。事例として取り上げたニューヨーク大学

による対応の特徴として，教育学部にアクレディテーションに対処する組織が設置されていること，その

組織を中心にデータ収集・分析の効率化および高度化を図っていること，そして徹底的に評価方法の妥当

性・信頼性を検討していることが挙げられる。このニューヨーク大学の経験より，TEACのアクレディテー

ションの可能性として，多様な教員養成機関の特色に配慮できる点等が指摘できる。しかし一方で，各教

員養成機関にとっては，データ収集・分析の難しさ，ミッションや目標設定における教員のコンセンサス

を得ることの難しさなどが存在している。

キーワード

　教員養成，アメリカ，アクレディテーション，学術監査，第三者評価
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るかどうかを判断するものと説明できる。特に，

専門分野別アクレディテーションの場合は，その

基準が専門的職業のコンセンサスを得たものとさ

れており，当該職業に就くのに最低限必要な訓練

プログラムの要件を表している。教員養成分野に

おいてこの伝統的な方法を継承しているのが，８０

年前のアクレディテーションの流れを受け継ぐ

National Council for Accreditation of Teacher 

Education（以下，NCATEと略す）である。

　他方，１９９７年に創設された Teacher Education 

Accreditation Council（以下，TEACと略す）のア

クレディテーションは，「アウトカムに焦点化し

た学術監査（academic audit）に基づくアクレディ

テーション」と説明できる。詳しくは後述するが，

TEACのアクレディテーションでは，各教員養成

機関が自ら設定した主張（claim）に基づき，それ

を裏付けるアウトカムの証拠が徹底的に要求され，

その証拠の信頼性や正確性，そして十分さが問わ

れる。さらに，学術監査の方法に則り，そのアウ

トカムを生み出すプロセスとしての質統制システ

ム（quality control system）が監査の対象となる。

つまり，「あらかじめ設定された基準，それを満た

しているかどうかの判断」といったこれまでの手

法とは大きく異なるものである。

　上述した日本教育大学協会の評価プロジェクト

の中間報告書（２００６）では，教職大学院の評価の

方法について，教員養成における標準化の共通合

意の難しさ，そして質の改善において各機関の設

定する基準を基にしたオーディット方式の評価の

有効性が指摘されている。これに従えば，わが国

の教職大学院の認証評価のあり方を模索する中で，

アメリカの経験としては，長い歴史を有する

NCATEだけではなく，TEACのアクレディテー

ションも参考になると考えられる１。そこで，本

稿ではTEACのアクレディテーションに教員養成

機関がどのように対応しているのかという点を中

心に，アメリカにおける教員養成分野の第三者評

価の動向の一端を描き出すことを目的とする２。

具体的な事例として，２００７年１月に TEACのアク

レディテーションを受けたニューヨーク大学（以

下，NYUとする）を取り上げ，その対応体制およ

び評価方法の開発などの実態を解明していく３。

２．TEACのアクレディテーションについて

２.１　TEACの創設背景と現況

　TEACは，小・中規模の私立大学からなる

Council of Independent Collegesを中心に１９９７年

に創設された。その創設の背景として，次の二点

を指摘できる。一点目が高等教育および教員養成

をめぐる環境の変化である（拙稿，２００４）。高等教

育分野においては，１９８０年代後半から１９９０年代前

半にかけてアウトカムを重視するアクレディテー

ションや評価が求められるようになってきた。例

えば，連邦教育省によるアクレディテーション団

体の認証基準に「学生の学習に関する基準の要

件」が付け加えられたのもこの時期であった。教

員養成分野では，１９８６年の『備えある国家』と

『明日の教師』の二つの報告書に端を発する教員

政策改革において，大学院レベルでの教員養成が

推進された。この教員養成の高度化は，研究大学

１　NCATEのアクレディテーションについては，黒川（１９７９）や八尾坂（１９９８）など，わが国においても一定の研究の蓄積
が見られる。しかし，TEACのアクレディテーションに関しては，拙稿（２００６）によって NCATEとの比較を通してそ
の特徴が明らかにされているが，実態的な内容にまでは踏み込まれていない。

２　TEACのアクレディテーションについて，教員養成機関の経験から分析した先行研究として，Ewell（２００１）による１９９８
年から行われた TEACの試行的アクレディテーションに対する外部評価報告書がある。ここでは TEACのメリットと課
題が提示されているが，具体的に教員養成機関がどのように対応したのかという点は触れられていない。また，TEAC
のアクレディテーションを他の質保証システムと比較分析し，その特徴を解明しているものとして，El-Khawas（２００５）
によるレポートが挙げられる。

３　なお本稿では，筆者が米国滞在中（２００７年２月１２日～２３日）に実施した TEACの代表・担当者および NYUのアクレディ
テーション担当者へのヒアリング調査の内容，そしてその際に提供していただいた関連資料を分析の材料とする。本研

究に係るヒアリング調査に当たっては，TEACの Frank B. Murray氏（President），Sue Fuhrmann氏（Vice President 
for State Relations and Membership），Christine C. Gorowara 氏（Academic Auditor），Ludwig Mosberg 氏（Formative 
Evaluator），そして NYUの Robert Tobias氏（Director, Center for Research on Teaching & Learning）に多大なご協力
を賜った。また Tobias氏にはその後，電子メールを通して，CRTLに関する情報を提供していただいた（２００７年７月１０
日）。この場を借りて感謝を申し上げたい。
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を中心として積極的に推進されたが，他の小・中

規模大学やリベラルアーツカレッジではコストや

組織の問題から対応できるものではなかった。結

果的に，元来からの大学設置種別や形態による教

員養成機関の多様性だけでなく，教員養成プログ

ラムそのものの多様化が促進された。これらの

「アウトカムの重視」そして「教員養成プログラ

ムの多様化」という二つの環境の変化が，TEAC

の創設を促す背景に存在していた。

　TEACの創設背景の二点目に挙げられるのが，

NCATEに対する批判の高まりという状況である。

NCATEのアクレディテーションは，１９５２年の創

設以来，常に教員養成機関や教員組織からの批判

に晒されていた。その中で，NCATEは１９８３年か

ら大規模な改革を進めた。しかし改革以前からの

問題の根本的な解決には至らず，逆に改革によっ

て新たに生じた問題に不満を有する教員養成機関

の声が高まった。この時期の批判は，量的内容を

伴ったインプットの基準，知識基礎（knowledge 

base）の概念に基づいた教職専門教育を重視する

基準，設定されている基準の妥当性，コストの高

さなどに向けられていた４。このような NCATE

への批判の声が，TEACという新しい団体を望む

声へとつながっていった。

　創設当初の TEACは，それほど大きなインパク

トを有する団体ではなかった。しかし，２００１年５

月にアクレディテーション団体の調整を行う全米

組織Council for Higher Education Accreditationか

らの認証，次いで２００３年６月には連邦教育省から

の認証を受けると，状況は大きく変化した。これ

は，TEACが正式に「専門分野別アクレディテー

ション団体」と認められたことを意味し，その結

果TEACは教員養成機関や州政府等から認識され

ていくようになった。２００７年５月現在，TEACの

アクレディテーションを受けた機関は３２，申請機

関は７８となっており，その勢力は NCATEにはま

だ及ばないものの，着実に発展している５。

２.２　アウトカムへの焦点化と学術監査の融合

　TEACのアクレディテーションの特徴は，「ア

ウトカムへの焦点化」と「学術監査」にある。そ

こで，この二つの観点について検討してみる。

　アウトカムへの焦点化は，地域別または専門分

野別アクレディテーションを問わず，様々な評価

において見られる特徴である。一般的に，アクレ

ディテーションにおけるアウトカムの焦点化の特

徴は，これまでのインプット（財源等）やスルー

プット（カリキュラム構成等）を中心に据えたも

のではなく，「どのくらいの成果をあげているの

か」を問う点にある。このアウトカムへの焦点化

がアクレディテーションにおいて取り出されるよ

うになったのは１９８０年代後半からであるが，

TEACの創設が議論された９０年代初頭においては，

教員養成分野では主流とは言えなかった６。

　次に学術監査とは，Dill（２０００a）によると「機

関やプログラムの資源および活動を包括的に調査

しようとする試みではなく，教育や学生の質を直

接的に評価しようという試みでもない。むしろ学

術監査では，ある学術機関が学術的な基準を保証

するとともに，さらに教育と学習の質を改善する

責任を果たす，というプロセスに焦点が当てられ

ている」と定義されている。つまり，各機関の内

部の質保証・評価・改善システムに対して外部か

らレビューするものであり，質（アウトカム）を

生み出すプロセスに着目するものである。そして，

アクレディテーションの方法との決定的な違いを

示せば，評価側が設定したインプットやアウトカ

ムに関する最低限の基準を満たしているかどうか

を決定するものではないという点である７。また，

El-Khawas（２００５）によると，学術監査をめぐる

近年の国際的動向として，単純に質を生み出すプ

ロセスだけではなく，生み出される質から改善に

４　特に，大規模な研究大学などは，NCATEが設定する基準の質や量的基準の妥当性などに対して批判的な見解を示してい
た（Basinger １９９８）。

５　TEACのホームページを参照（http://www.teac.org/members/members.asp, ２００７/０５/０７）。なお，NCATEのアクレディ
テーションを受けている（申請している）機関は２００７年７月現在において６７５に及ぶものの，全米で約１,３００以上存在す
るといわれる教員養成機関の約半分にとどまっている。

６　NCATEがアウトカム（パフォーマンス）に関する項目を基準として実質的に導入したのは２０００年である。それ以前の基
準では，パフォーマンスに関する基準も存在していたものの，インプットに関する量的基準も存在しており（例えば教

員一人当たりの学生数や現場経験の時間数など），カリキュラムの内容に関する規定も細かく設定されていた。
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向けてのフィードバックというプロセスが重視さ

れてきている。

　さて，TEACのアクレディテーションではこの

二つの観点が具体的にどのように表れているのか。

アウトカムへの焦点化に関しては，TEACは「能

力があり，ケアリングで適格性を有した教員」と

いう大きな目標を設定した上で，各教員養成機関

が自らのアウトカムを提示する際に沿うべき質の

原則（quality principle）Ⅰ「学生の学習」を設定

している。この質の原則Ⅰは，教科内容に関する

知識，教育学的知識，ケアリングを伴った教授ス

キルの三つが挙げられており，これに補足する形

で教養教育の側面として学習方法，多文化理解，

テクノロジーが付け加えられている８。教員養成

機関はこれらの質の原則Ⅰに沿って，自らのアウ

トカムとしての主張を設定し，その主張を裏付け

る様々な証拠を多様な評価方法により提示してい

くことになる。この評価方法に関しては，質の原

則Ⅱ「学生の学習に対する妥当な評価」として，

評価方法と主張との関連性の理論的根拠，および

評価方法の妥当性が挙げられている。これらの質

の原則Ⅰ・Ⅱの概念を図で示すと図１のようにな

る。

　この主張とそれを裏付ける評価方法に関する内

容が，自己評価書（Inquiry Brief）のコアとなる。

すなわち，TEACのアクレディテーションでは，

各教員養成機関がどのような主張を提示している

のか，そしてその主張はどのような評価方法によ

るアウトカムから裏付けられるものであるのかと

いう点が重視されるのであり，どの程度のアウト

カムなのかを問うアクレディテーションとは大き

く異なる。また，アウトカムへの「焦点化」とい

う点に関しては，アウトカムの程度は問わない反

面，アウトカムを中心的に扱うという意図からす

れば，アクレディテーションより徹底していると

いえる。さらに，アウトカムの質の程度そのもの

を問わないという点は，学術監査のコンセプトに

即しているものと捉えられる。

　次に学術監査に関しては，上述したアウトカム

を生み出すプロセスが監査の対象となる。ここで

は質の原則Ⅲ「組織による学習」として，組織と

しての計画策定がアウトカムの証拠に基づいてい

ること，そして効果的な質統制システム（quality 

control system）を有していることを示していくこ

とになる。その際に，TEACはインプットに関し

て７つの基準を設定しており，それぞれがプロセ

スにどのように関わっているのかを示すことを求

めている９。この基準とは，カリキュラム，教員，

７　Dill（２０００b）は，イギリスやニュージーランドの学術監査の経験を基に，アクレディテーションの方法が高等教育機関
の質の改善に対して有効に機能していない米国の現状を変化させるものとして学術監査を位置づけている。そして，学

術監査の他国でのインパクトとして，教授学習活動の改善が機関の優先課題になっていること，教員が学生の学習の改

善に対してより積極的に取り組むようになっていることなどを挙げている。
８　教育学においてケアリングの概念を論じている米国の教育学者ノディングズ（Nel Noddings）によれば，ケアリングは
ケアする人とケアされる人の関係において説明される。その関係の中で，ケアする人に求められるのは，受容性，ケア

される人への専心没頭，そして動機の転移であり，ケアされる人にはケアされるという認識や応答が求められる（村田 
２００６）。TEACの文脈におけるケアリングを伴った教授スキルとは，生徒との間にそのような関係性を保ちながら教授活
動を行うスキルと位置づけることができる。

９　TEAC（２００５）によると，三つの質の原則および基準は「各教員養成プログラムが，能力がありケアリングで適格性を有
した教員を養成することに成功しているという事例（ケース）を示す手段」と位置づけられている。

質の原則Ⅱ 

質の原則Ⅰ 主張 主張 主張 主張 

 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法 

図１　質の原則Ⅰ・Ⅱの概念図



佐藤：アメリカにおける教員養成分野の第三者評価の実態 59

施設・設備，財政管理，学生支援，アドミッショ

ン・出版物・カタログ，学生へのフィードバック

である（図２を参照）。

　これらの基準に関しては，質の原則Ⅲで触れる

だけでなく，いわゆる「基準」として①質を統制

しているか，②大学から他の組織（学部やプログ

ラム）と同等のコミットメントを受けているか，

③特筆すべき点，の三つの観点からの記述が求め

られる。ただし，これらの基準はあくまでもアウ

トカムを補足するものとされている。

　質の原則Ⅲの証拠提示に関しては，７つの基準

それぞれがプログラムの質をどのように組織的に

統制しているのかという点から，具体的な活動に

対する精査が行われる。ここで，TEACはその方

法として内部監査（internal audit）の実施を求め

ており，学内で組織された監査チームによって，

現状としてそれぞれの基準の項目がどのように機

能しているのかが明らかにされていく。このよう

に，インプットの程度がどのくらいかを問うアク

レディテーションとは異なり，あくまでも学術監

査におけるプロセスが対象とされ，それが質の創

出にどのように機能しているのかが問われる。ま

た，TEACの場合でも，学術監査の国際的動向と

同様に，生み出された質を基にどのように計画策

定を行っているかが問われており，学術監査の原

理が明確に盛り込まれている。

　このように，質の原則Ⅰ・Ⅱにおいてアウトカ

ムに焦点化し，質の原則Ⅲにおいて学術監査に則

り，質を生み出すプロセスに焦点化している。こ

の二つの共通点は，アウトカムやプロセスの程度

を判断するものではないということであり，その

点においてアウトカムへの焦点化と学術監査の融

合をみることができる。また，この TEACの評価

手法が「アクレディテーション」の枠で説明され

るのは，質の原則Ⅲにおいて監査の対象となる７

つのインプットに関する基準が存在するからであ

る。上述したように，この基準に関しては３つの

観点からの説明があくまでも補足的に求められて

おり，TEACのアクレディテーションでは大きな

位置を占めるものではない。事実，教員養成機関

が作成する自己評価書では，付録 Bとしての補足

的記述が求められているだけである。しかしこの

基準の存在により，連邦政府からの認証を得るこ

とに成功しており，TEACのアクレディテーショ

ンが専門分野別アクレディテーションの一つとし

て認識される証拠となっている１０。

質の原則Ⅰ・Ⅱのシステム 

カリキュラム 

教　員 
学生への 

フィードバック 

アドミッション・ 
出版物・カタログ 

学生支援 財政管理 

施設・設備  

図２　質の原則Ⅲの概念図

１０　これらの７つの基準は，連邦教育省のアクレディテーション団体への認証基準に沿って設定されたものである。そもそ

もこの基準を設定したのは，連邦教育省からの認証を受けるためであり，団体として発展するには連邦教育省の認証と

いう「名声」が必要であったという（TEAC代表のMurray氏へのヒアリング調査より（２００７年２月１５日））。
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２.３　アクレディテーションの決定に至るまでの

流れ

　TEACのアクレディテーションの流れ（初めて

アクレディテーションを受ける場合）は，一般的

なアクレディテーションとほぼ同様である。

TEAC独自のプロセスとしては，自己評価書作成

時における TEACと申請機関とのやり取り，形

成的評価（Formative Evaluation）というプロセ

スがある。ここでは，申請受理後の自己評価書

作成中，TEACに対して自己調査書の添削をして

もらうことになる。具体的には，TEACの

Formative Evaluatorが添削を行い，監査に耐えう

る内容（文章の正確さや証拠提示の明瞭さなど）

になるまで指導を加えることになる。彼らは，平

均して一つの機関あたり４，５回のやり取りを交

わし，完成へと導いている１１。

　この形成的評価を経て，様々な証拠を盛り込ん

だ自己評価書を提出後，２～４名の監査団によっ

て実地視察としての監査が行われる。この監査は，

名前の通り「自己評価書で提示されている証拠が

正確であるか」という視点から行われる。つまり，

アクレディテーションの実地訪問とは異なり，基

準を満たしているかどうかの判断のために行われ

るのではない。教員養成機関は，自らのアウトカ

ムを提示する際に利用した様々なローデータを提

示し，監査団がそれらを同じ方法で分析すること

を通し，監査していく。監査後は，監査団によっ

て監査報告書が作成され，アクレディテーション

審査員団（Accreditation Panel）に提出される。審

査員団は，団長（director）と７名のメンバーから

構成されており，教師教育者，大学教員，P-１２

（就学前教育から１２学年まで）の現職教員，公衆，

教育政策決定者，教育政策学者，監査団員からそ

れぞれ１名ずつ選出される。この審査員団は，自

己評価書や監査報告書等の書類の分析を通して，

提示された証拠に関して，他の妥当な解釈が可能

であるかどうか，そして主張を裏付けるのに十分

であるかどうかの二点を確認する。この二点か

らの分析を通し，審査員団は，アクレディテー

ションの決定についての勧告を最終決定組織で

あるアクレディテーション委員会（Accreditation 

Committee）に提出する。この委員会では，審査

員団の勧告が受け入れられるものであるかどうか

が確かめられ，最終的な決定を下すことになる。

３．NYUによる TEACのアクレディテー
　　ションへの対応体制
　

３.１.　NYUにおける教員養成の概要

　NYUにおいて，教員養成の責任を有しているの

は教育学部（Steinhardt School of Education）で

ある１２。１００年以上の歴史を有する教育学部には，

学部および大学院レベルの教員養成プログラムが

合わせて１６存在している。学生数は２００４年では

１,４００人を超え，教員数６８名と，州内でも大規模な

分類に入る。また教育学部は，U.S. News & 

World Report（２００７）のランキングにおいて，教

育学分野で総合１４位にランクインしており，教育

研究活動のレベルの高さが窺える。

　そもそも NYUが TEACのアクレディテーショ

ンを受けることになった理由には，ニューヨーク

州の教員養成課程認定制度（approval system）に

おいて，全米的なアクレディテーション（NCATE

または TEAC）もしくは州理事会のアクレディ

テーションを受けることが義務化されたという制

度的な背景が存在する。この制度においては，

NCATE，TEAC，またはニューヨーク州理事会の

いずれかを選択できるわけだが，なぜ NYUは

TEACを選んだのか。NYUの教員は，NCATEと

TEACの両方からの代表者との懇談，そしてそれ

を踏まえての投票によって，TEACを選択した。そ

こには，NCATEのアクレディテーションは非常に

厳格で説明重視であるのに対して，TEACのアク

レディテーションではデータの選択や分析手法に

柔軟性があるという教員の認識が存在していた１３。

そして，NYUの教育学部が伝統的特徴として挙げ

ている「自己精査」と「継続的改善」に対して，

１１　TEACの Formative EvaluatorであるMosberg氏へのヒアリング調査より（２００７年２月１５日）。
１２　現在は，Steinhardt School of Culture, Education, and Human Developmentという名称に変更している。なお，教育学部
には現職教員向けの管理職養成プログラムも存在しているが，このプログラムは TEACのアクレディテーションを受け
ていない。

１３　CRTL所長の Tobias氏へのヒアリング調査より（２００７年２月２２日）。
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TEACのアクレディテーションの方が適している

と考えられていた。つまり，NYUによる TEAC

の選択は，「どちらが NYUに合うのか」という観

点からなされたものといえよう。

　NYUが TEACのアクレディテーションを受け

ることを決定した時期（２０００年前後）は，上述し

た課程認定制度の変更に見られるように，ニュー

ヨーク州では大規模な教員養成改革が遂行されて

いた。NYUはこれらの改革動向への対応を目的

に，新しいカリキュラムの開発や学内の体制整備

などを進め，様々な組織を構成していくことに

なった。例えば，新しいカリキュラム開発を目的

に教育学部内に Teacher Education Task Forceが

組織された。これは，後に Teacher Education 

Working Groupと名称を変更し，カリキュラムの

開発だけでなく，教員養成に関わる種々の施策を実

行する組織として位置づけられた。また，新カリ

キュラムの成果を測定する過程において，教育学部

内に Center for Research on Teaching & Learning

（以下，CRTLと略す）が設置された。さらに，

教員養成における教育学部と文理学部（College 

of Arts & Sciences）の協同を推進するために，

Teacher Education Councilが創設され，実質的に

学内の教員養成の方向性を定める機能がこの審議

会に付与された。

３.２.　CRTLの役割と対応体制

　TEACのアクレディテーションへの対応におい

て中心的な役割を担っていたのが，上述した

CRTLである。CRTLには，センター長（臨床教授）

に加え，１人のフルタイム職員と６人のパートタ

イム職員（大学院生を含む）がいる。CRTLは，

「質の高い教員を養成・研修するためのプログラ

ムを支援すること」をミッションとして，教員養

成の中心的組織である教授学習専攻（Department 

of Teaching and Learning）によって設置されたも

のである。教員養成プログラムの支援という大き

なミッションにあるように，CRTLの活動は，上

述したカリキュラムの効果測定だけでなく，学生

の到達度を測り，卒業生の追跡調査を行うといっ

た「データ収集・分析センター」としての役割を

はじめ，公立学校教員の職能開発に資する研究や

情報の提供を行うなど，非常に幅広い。具体的に

は，以下のような活動内容が挙げられている１４。

・　教師教育プログラムにおけるアウトカムの測

定に必要な量・質的データに関して，統合さ

れたデータベースを構築すること。

・　 TEACのアクレディテーションにおける要件

を満たすアカウンタビリティ・システムを開

発すること。

・　 TEACのアクレディテーションに必要なデー

タの編集，および自己評価書の準備と提出を

支援すること。

・　データ収集の方法・手順の妥当性と信頼性を

確保するために，調査研究を計画し，実施す

ること。

・　教授学習専攻のプランニングと意思決定に情

報を提供するために，データベースのクエリ

から定期的な報告書を作成し，発行すること。

・　教授学習専攻の新しいプロジェクトやイニシ

アチブのために，評価に関する研究を計画し

実施すること。

・　政府，NPO，および財団への申請要件に対応

する評価・研究デザインを開発すること。

・　教授学習専攻の教員が個人研究を計画・実施

する際に，技術的な支援を提供すること。

・　学生（大学院生を含む）の研究に対し，技術

的側面から支援すること。

・　教授学習専攻の教員および公立学校の教職員

に対して，学生や学校のパフォーマンスに関

するデータや評価の適切な利用および解釈に

おける職能開発を提供すること。

　この CRTLを中心とした体制で，TEACのアク

レディテーションに向けてデータの収集等の準備

が開始されたのは，２００２年の秋からである。自己

評価書の提出が２００５年の９月であったため，およ

そ３年かけて準備をしたことになる。TEACに提

出した自己評価書の作成などの業務には，CRTL

のメンバーに加え，２～３名の教育学部の教授が

参画しており，特にそのうちの１名は他の教員と

の連絡役として中心的な役割を担っていた。また，

TEACのアクレディテーションへの対応は，教育

１４　CRTL所長の Tobias氏より提供していただいた内部資料（２００４）より。
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学部の責任ではあったが，大学全体からも協力を

得た。例えば，基準の説明で必要となる教員養成

に対して大学全体が支援（コミット）しているこ

とを示す声明書や，NYUの教員の平均給与や施

設・設備に関するデータが提供された。さらに，

大学の IR（Institutional Research）組織からは，

教員養成プログラムに属する学生の情報や授業の

情報といった，自己評価書に必要となるデータ

セットが提供されている。

　実地視察に際しては，監査団に対してのデータ

の提示において，次のような対応をしている。ま

ず，カリキュラムやシラバス，さらには学生に関

する種々の文書等を網羅的に収集し，それを

TEACの監査団が利用する部屋に設置している。

また，その部屋への移動が困難であったデータや

文書に関しては，それらのリストを作成するとと

もに，保管している部署のスタッフにはいつでも

提示できるように指示している。さらに，監査団

がすぐにデータにアクセスできるように，電子

データの目録を作成するとともに，ローデータの

ファイルを作成していた。

４．NYUの自己評価書における証拠の提示

　次に，NYUはどのような証拠を示すことで

TEACのアクレディテーションに対応していった

のかを自己評価書の分析を通して明らかにしてい

く。ここでは，TEACのアクレディテーションの特

徴に即して，次の二点に焦点を当てる。一つは教

員養成機関自らが設定する主張とそれを裏付ける

証拠をどのように示しているのかという点であり，

もう一つは学術監査の対象となる質統制システム

をどのように提示しているのかという点である１５。

４.１　主張と評価方法：質の原則ⅠおよびⅡ

　上述したように，TEACのアクレディテーショ

ンでは，まず質の原則Ⅰに沿った主張を明示する

必要がある。この主張はアウトカムに関する目標

や養成しようとする教員像といったものに近いが，

むしろ目標をより具体化した事実として浮かび上

がるアウトカムであり，それを表すための主張と

位置づけることができる。

　NYUは，教員養成のビジョンとして「教授・

学習のコンテクストにおいて特殊な複雑性を形成

する動的なテンションを理解し，それを調停する

ことによって実践で成功する」教員像を掲げてお

り，この中で触れられている動的なテンションを

図３のように示している。

　例えば三つ目のテンションに着目すると，教員

養成のビジョンとして「教室の現実世界で職務を

遂行すると同時に，その現実世界を改善し，民主

的な学習共同体としての教室の潜在可能性を引き

出すことにコミットする」教員の養成が掲げられ

ている。この教室の「現実」と「理想」を調停す

る際のポイントとして，学校教育をめぐる審美

１５　以下に続く NYUの証拠内容に関する記述（図を含む）は，New York University, Steinhardt School of Education（２００６）
を基にしている。

内 容 
（教 科 中 心） 

教 育 学 
（学習者中心） 

統 合 

技 術 的 
（学 級 王 国） 

政 治 的 
（コンテクスト） 

教 員 の 信 念 

何であるか 
（現 実） 

何であるべきか 
（理 想） 

コンテクスト 

自 己 認 識  他 者 認 識 教員のコミットメント 

教員のコミットメント 個 人 多 様 性 

図３　NYUが捉える教職における５つのテンション
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的・歴史的・社会経済的・政治的コンテクストの

理解が，過度の理想に陥らないものとして挙げら

れている。

　この５つのテンションを踏まえた NYUの教員

養成のビジョンは，カリキュラムの開発の枠組み

となるものであり，TEACのアクレディテーショ

ンにおける NYUの主張もこれに基づいている。

主張は質の原則Ⅰに沿うことが求められているた

め，NYUは質の原則Ⅰに大きく関係するテン

ションの一つ目を利用し，「統合」という概念を基

に，以下の主張を策定した。この「統合」に基づ

いた NYUの主張は，「教授活動は多面的で絶え間

なく進化しているプロセスである」というコンセ

プトから派生している。

主張１：NYUの教員志願者（出身教員）は，教科

内容に関する知識と，その教科を最も効

果的に教授・学習する方法に関する証拠

に基づいた理解とを統合している。

主張２：NYUの教員志願者（出身教員）は，教育

学的知識と，生徒の発達段階・個々の差

異性・社会文化的背景に関する理解とを

統合している。

主張３：NYUの教員志願者（出身教員）は，ケア

リングでスキルを有した教員として職務

を遂行する能力（capacity）と，自らの教

授を省察し，それを成長に生かす能力

（ability）とを統合している。

　さて，このように提示された３つの主張に対し

て，どのような評価方法によりアウトカムの証拠

を導き出したのかを提示することが次の段階にな

る。NYUは，学校現場での教授活動の複雑性や

広範性などを考慮に入れるために，評価方法には

多様性が必要であり，具体的に各授業の評点から

始まり，教育実習段階，修了（免許取得）段階，

そして修了後の追跡調査段階に至るまでの多層的

かつ多様な評価方法の必要性を指摘している。そ

れを踏まえ，NYUが利用した評価方法は以下の７

つである。

①　Grade Point Average（GPA）

②　教育的信条アンケート（Educational Beliefs 

Questionnaire）

③　ドメイン準拠教育実習観察尺度（Domain 

Referenced Student Teacher Observation 

Scale-Revised）

④　教育実習後フィードバックアンケート

（Student Teacher End of Term Feedback 

Questionnaire）

⑤　ニューヨーク州教員免許試験

⑥　１年修士プログラム修了後アンケート（Fast 

Track End of Program Questionnaire）

⑦　１年後追跡調査（One-Year Follow-Up Survey）

　これらの評価方法は，①と②は在学中，③と④は

教育実習，⑤と⑥は修了時，そして⑦は修了後とい

うような層を構成しているものであり，かつその方

法も定量的および定性的なものを含み多様になっ

ている。そして，このような多層・多様な評価は，

各主張に対して行われなければならないとし，表

１のように主張と評価方法を組み合わせている。

表１　NYUの主張と評価方法の組み合わせ

評価方法主張の内容

①（教科内容に関する科目），③（計画と準備に関する評点，全

体評点），④，⑤（教科内容に関するテストの点数），⑥，⑦

教科内容に関する知識と，その教科を最も効果

的に教授・学習する方法の理解との統合。
主張１

①（教育学に関する科目），②（教授の効力に関する指標），

③（指導と教室環境に関する評点，全体評点），④，⑤（教授

スキルに関するテストの点数），⑥，⑦

教育学的知識と，生徒の発達段階・個々の差

異性・社会文化的背景に関する理解との統合。主張２

①（教育実習），②（ケアリングに関する指標），③（専門的

責任と教室環境に関する評点，全体評点），④，⑥，⑦

ケアリングでスキルを有した教員としての能

力（capacity）と，教授を省察し，それを成長
に生かす能力（ability）との統合。

主張３

①（教養教育），③（全体評点），⑤（一般教養に関するテス

トの点数）

　
教養教育

（注）New York University, Steinhardt School of Education （２００６），p.１８より筆者作成。
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　これらの主張と評価方法が結び付けられたとこ

ろで，次に質の原則Ⅱにある評価方法の妥当性・

信頼性が確かめられる。NYUは，評価方法の開

発およびその妥当性・信頼性の検討を２段階に分

けて行っている。第１段階は，主に評価方法の開

発期間にあたり，パイロットテストや手順の確認，

妥当性・信頼性の検討等が行われた。そして第２

段階において，第１段階を通して修正された評価

方法の再検討，そして主張を裏付けるための証拠

を集めるための本評価が実施されている。また

GPAおよび教員免許試験の点数を除いては，

CRTLが中心となって独自に開発された評価方法

であるため，それらに関しては第２段階において

も妥当性・信頼性の検討が行われている。このよ

うな NYUの評価方法の検討の方法は，TEACか

らも非常に「徹底した（extensive）」ものと捉え

られており１６，特徴的なものといえよう。

　妥当性・信頼性検討の過程について，ドメイン

準拠教育実習観察尺度による評価を例にとってみ

よう。ドメイン準拠教育実習観察尺度は，CRTL

が現職教員の職能開発用に作成した尺度を，教員

養成における教育実習の評価方法の一つとして作

り変えたものである。この尺度は，２０の要素（教

科内容の知識，生徒との関わりなど），そしてそれ

ぞれの要素に対して設定されている４段階の評価

基準から構成されるルーブリックの形になってお

り，これに基づき，教育実習を観察する監督者

（supervisor）は各学生の活動を評価する。この

尺度を用いた評価は，「観察」という監督者の主観

性が反映されるゆえに，その妥当性・信頼性を検

討する過程では，図４に示すように，第２段階で

も他の評価方法に比べて綿密に評価要素および基

準の妥当性・信頼性の検討が行われている。

　次の段階として妥当性・信頼性の提示後，評価

結果の記述が求められているわけだが，評価結果

に関して NYUは単純に数値を示すのではなく，

自ら数値基準を設定し，それとの差を検討してい

る。例えばドメイン準拠教育実習観察尺度の評価

の場合は，４段階評価（４が「最も良い」）におい

て，平均値３以上の学生が８０％以上であることを

基準としている１７。結果としては，全体的な評点

として，学士課程の教員養成プログラムの学生は

８４.４％と満たしているものの，修士課程の学生は

６１.９％と満たしていない結果となった１８。この他に

１６　TEACのホームページ（Summary of the Case for New York University School of Education）を参照
  （http://www.teac.org/members/summaries/nyu.asp, ２００７/４/１６）。
１７　評価結果に関して NYUが設定した基準について，TEACは明確で野心的であると評価している。例えば，教科内容に関
する教員免許試験の合格率に関して，NYUは９０％以上と設定している。この合格率について，もう一つのアクレディ
テーション団体である NCATEは８０％と設定しており，NYUの基準が高く設定されていることがわかる。

１８　学級環境に関する項目では，学士課程および修士課程の学生ともに基準を満たすことができなかった。この点について

は，すべての学生に対して，学級運営のスキルを伸ばす必要性があることを議論している。

CRTLによる 

尺度開発 
 

CRTLによる尺度修正 

○判定者間一致（inter-rater 

　agreement）の検討 

○内容的妥当性（content 

　validity）の検討 

第１段階 

○判定者間一致の検討による信頼性の 

　提示 

○構成概念妥当性（construct validity） 

　の検討による妥当性の提示 

第2段階 

尺度を利用した評価結果の提示 

図４　ドメイン準拠教育実習観察尺度の妥当性・信頼性の検討過程
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も，自ら設定した基準を満たしていない評価結果

がいくつか示されたが，それらを総合的に踏まえ，

自己評価書では８割以上の評価結果がそれぞれの

基準を超えている点において，主張を裏付けるア

ウトカムが存在しているとまとめている。

　その一方で，基準を満たすことのできなかった

評価結果から，今後の課題を明示している。上述

のドメイン準拠教育実習観察尺度の評価結果（学

士課程の学生が修士課程の学生よりも観察評価の

点数が高かったこと）から，学士課程の学生に対

する教育実習の準備に向けての期間や徹底さ等が

影響していることが指摘されており，修士課程の

学生の教育実習前までの力量形成の必要性が議論

されている。

表２　NYUの内部監査の対象と活動内容

監査の活動内容対象となる質統制のメカニズム基準

成績証明書の精査（学生の進捗度がモニターされている

かの確認）
学生へのアドバイスシステム

カリキュラム

成績証明書の精査（学生が学位要件を満たしているかの

確認）
学位記録監査・大学院サービス室のシステム

Teacher Education Working Groupや各専攻のカリキュ
ラム策定委員会の議事録の精査（カリキュラムに関する

事項が議論されているかの確認）

専攻 /学部 /大学レベルでの各種委員会

各教員養成プログラムが課程認定を受けた証拠となる

書類の精査
ニューヨーク州の課程認定制度

昨年度に採用された二人の教員をサンプルに，その報告

書の精査（手順に従っているか等の確認）
教員の採用システム

教員
各専攻の評価基準（評価フォームの確認）や評価手順の

精査
教員の年度評価システム

決定に至るまでの手順や方針の精査昇進・テニュア取得のシステム

各教員が提出する仕事量に関する文書の精査教員の仕事量に関する方針

委員会の議事録の精査（毎年，施設・設備に関する調査

が行われているかの確認）
教育学部内のプランニング委員会

施設・設備

教室や教員研究室などの訪問，適正規模の調査教育学部内の管理財政室

教育学部の組織図の精査（役割分担が明確になっている

かの確認）
管理インフラストラクチャー

財政管理 専攻からの毎年度の予算請求プロセスのチェック各専攻の毎年度の予算システム

毎年度の調査結果の精査（ニーズが把握されているかの

確認）
予算調査システム

委員会の議事録の精査（学生の問題が議論されているか

の確認）
学生委員会

学生支援

サービス 学生サービスに対する評価の精査（どの程度サービスが

利用されているかの確認
学生サービス室

入学基準の遵守に関する精査各専攻の調査アドミッション・

出版物・カタログ 入学基準の遵守に関する精査アドミッションオフィス

手順の精査（方針通りに機能しているかの確認）各専攻のフィードバックの手順

学生への

フィードバック

授業評価のデータの精査（改善に生かされているかの

確認）
授業評価システム

学生からの苦情の精査（苦情にうまく対応できているか

の確認）
学生サービス室

結果の精査（改善に生かされているかの確認）学期末のフィードバック調査

教育実習に関する CRTLのデータ収集・分析・フィード
バックの手順の精査

CRTL学校とのパート

ナーシップ
実習室のデータ収集の手順の精査実習室

（注）New York University, Steinhardt School of Education （２００６）, pp.５７-６０より筆者作成。
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４.２　質統制システム：質の原則Ⅲ

　質の原則Ⅲにおける質統制システムの証拠の提

示は，内部監査によって行われ，その結果がその

まま質統制システムの証拠となる。NYUの内部監

査では，プログラムの質の基準として挙げられて

いる７つの基準と，TEACとニューヨーク州の協

定によって定められている「学校とのパートナー

シップ」の計８基準に沿いながら，それぞれの基

準ごとの質統制システムがどのように機能してい

るのかが分析されている。この内部監査は，CRTL

所長および教育学部の事務職員の協力の下に，教

育学部内の３名の教員および１名の職員によって，

二日間にわたり実施された。

　NYUの内部監査のプロセスにおいては，まず

上述した８つの基準のシステムの関連性について，

全体像としてのスキームが明示されている。そし

て，２００５年の修了生からサンプルとして抽出した

３５名の学生の情報を内部監査のスタートポイント

とし，どのように学生の管理が行われているのか

を確認することから内部監査が始められている。

具体的に説明すれば，学生の情報からスタートし，

その学生がどのように入学・卒業していったのか

という学生の管理システム，学生が在学中に履修

した授業のシラバスや課題といったカリキュラム

のシステム，さらにその授業を担当した教員の評

価や職務内容に関するシステムというように，学

生の管理システムを出発点として，そこから派生

する様々な質統制システムを追いながら，それぞ

れのメカニズムを精査するのである。それぞれの

項目において監査された質統制のメカニズムおよ

び実際の監査の活動内容は表２に示す通りである。

　内部監査の結果は，まず基準ごとのメカニズム

に沿ってまとめられ，最終的にプログラムの質，

教員の質，学生の学習の質の三点から示されてい

る。一点目については，プログラムの質をモニ

ターするシステムは有効に機能しているとしてい

る。その証拠として，履修登録システムによって

課程認定を受けたプログラムを学生が確実に修了

していることが保証されていること，Teacher 

Education Working Groupなどの種々の委員会に

おいてカリキュラムの開発や修正が議論されてい

ること等が挙げられている。二点目については，

教員の採用システムが機能していること，教員の

評価システムの整備が進められていることなどか

ら教員に関する質統制システムは有効に機能して

いるとしている。三点目については，CRTLを中

心とする学生のデータの収集システム，そしてそ

のデータからのフィードバックシステムの有効性

を指摘している。

５．考察

　最後に考察として，NYUの対応の特徴，NYU

の経験から見えるTEACのアクレディテーション

の可能性，そしてわが国への示唆の三点について

述べたい。

　まず，NYUの TEACへの対応体制の特徴とし

て，CRTLの存在を挙げることができる。アメリ

カでは，機関別アクレディテーションへの対応と

いう点において，大学全体の IR組織がその役割

の一端を担っていることが多い。しかし専門分野

別のレベルになると，数人の教職員を中心とした

委員会やチームが結成されるにとどまり，組織的

かつ継続的な実働対応体制は一般的なものではな

い。その意味において，アクレディテーションへ

の対応を一つの機能とする CRTLは，全米でも珍

しい教員養成に特化した IR組織であり，NYUの

特徴といえよう。さらに，CRTLを中心として，

アウトカムに関するデータや証拠が一元的に収

集・分析されているシステムは特筆すべき点であ

る。これにより，アウトカムデータの収集・分析

を効率的に行うことができ，多種多様な評価方法

によるアウトカムの提示に成功している。さらに，

データ分析の結果を種々の委員会や個々の教員へ

フィードバックしたり，専攻のプランニングに活

用したりする機能も特徴的である。

　次に，アウトカムの評価方法の徹底的な洗練が

挙げられる。これは，TEACの質の原則で要求さ

れているという受動的な対応としても捉えること

ができるが，CRTLの活動範囲にも挙げられてい

たように能動的な対応とも言える。妥当性・信頼

性の検討を中心とした評価方法の洗練は，評価方

法そのものだけでなく，その評価方法から導き出

されるアウトカムの妥当性・信頼性にも大きく関

わる。そのため，評価結果を基にプランニングの

支援を行うとなれば，妥当性・信頼性を有した評

価結果という根拠の強さが必要になり，評価方法

の洗練は重要な作業となる。

　このような NYUによる対応から，TEACのア
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クレディテーションの可能性を指摘しておきたい。

まず，各機関の主張（アウトカム）に基づくアク

レディテーションにより，教員養成機関の特色に

十分配慮できる点が指摘できよう。NYUは，主張

の立て方として，教員養成機関として有している

自身のビジョンを利用し，そこから質の原則Ⅰを

満たすような主張を提示している。その後の自己

評価書の作成や実地視察の過程は，この主張が中

心となって展開されているため，アクレディテー

ション全体を通して，NYUの主張，さらには教員

養成機関としての特色が尊重されるものになって

いる。実態としても，アクレディテーションの過

程では，NYUの特色やユニークさが十分に配慮さ

れていたと指摘している。

　次に，学術監査によるプロセスの調査において

は，各機関が必要な証拠を模索しながら挙げてい

くため，常に不十分で改善すべき箇所を確認でき，

評価作業中における形成的な評価を行うことが可

能となる。NYUは，ドメイン準拠教育実習観察尺

度による評価の例からも明らかなように，自己評

価書作成中に改善点の確認を行っている。さらに，

内部監査の実施により，組織の中で機能していな

いシステムを発見する作業も組み込まれている。

こういった形成的な評価や，それによる改善が可

能となる点において，NYUは，「改善の道具（tool）」

としてのTEACのアクレディテーションに満足し

ていると指摘している。

　最後に，NYUを事例とした TEACのアクレ

ディテーションの実態から，わが国の教職大学院

の認証評価および教員養成機関の第三者評価への

示唆として，大きく次の二点を指摘しておきたい。

　まず，学術監査（オーディット方式）の改善活

動への有用性が確認されたことを踏まえて，今後

の教員養成機関の第三者評価のあり方に関する議

論において，オーディット方式の検討は考慮に入

れるべきである。しかし，オーディットによる評

価において鍵となる各教員養成機関の特色や目標，

そしてそれを示す証拠の提示作業には，多大な困

難を要する。実際に NYUは，主張の設定に際し

ての教員のコンセンサスを得ることの難しさやそ

れを証明する評価方法との関連付けの作業に苦労

したという。わが国の教職課程は，設置形態や規

模などに多様性がみられるものの，中央教教育審

議会（２００６）が指摘しているように教員養成に対

する明確な理念（養成する教員像）の追求・確立

がなされていない大学もある。また２００８年度に開

校される１９の教職大学院は，それぞれのコンテク

ストに応じた特色を示しているが，その特色の成

果をどのような評価で提示していくのかという大

きな課題を残している。そのような状況下におい

ては，単純に多様な機関に対応するため，さらに

改善を志向するためという論理で組織の目標や理

念に基づく活動を評価するオーディット方式を導

入しても，オーディットの持つ改善機能を十分に

生かすことは難しい。

　次に，評価を利用した質の改善という観点から，

各機関のアウトカムに関するデータの収集・分析

方法の開発およびその体制作りが必要不可欠とな

る。専門分野別の第三者評価では，学生のアウト

カムという評価項目が機関別のそれより明確に示

され，評価を受ける側にも明確なアウトカムの提

示が期待される。特に免許・資格試験や採用試験

の結果という一元的なアウトカムに縛られないよ

う，多様な評価方法の開発そしてそれによる多様

なアウトカムの提示ということが大きな課題とな

る。この点に関して，特色 GPや教員養成 GP，そ

して個々の研究などを通して，教育実習における

ポートフォリオを利用した評価や卒業生へのアン

ケート調査などの実践事例を少なからず確認でき

る１９。ただし，それらのアウトカムに関する評価を

組織的に行うこと，そしてその結果を教員養成機

関としての改善へと生かしていくシステムを構築

すること等の体制作りの側面は，不十分ではない

だろうか。研究レベルもしくはプロジェクトレベル

での評価方法の開発と評価結果の活用をさらに効

率的・効果的に行うためにも，それを恒常的に進

めていく組織または体制作りが大きな課題である。

　本稿は，NYUの事例から TEACのアクレディ

１９　例えば鳴門教育大学では，特色 GPプログラム「教育実践の省察力をもつ教員養成」を通して，知の総合化ノートによ
る学生の自己診断の促進や，授業実践力の評価スタンダードの開発など，評価システムの構築の取り組みが行われてい

る（鳴門教育大学特色 GPホームページ http://www.naruto-u.ac.jp/０５_kyoumu/０５５５_gp/index.html, ２００７/８/３１）。また，
佐々ら（２００３）では，教員養成プログラムの改善を目指した鹿児島大学教育学部の卒業生へのアンケート調査の取組が

紹介されている。
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テーションの実態を部分的に描き出してきた。

NYUは，TEACのアクレディテーションに精緻に

対応している成功事例であり，そこから得られた

知見は，あくまでも一つの事例から捉えられるも

のである。ゆえに，さらに多くの事例を分析して

いくことを今後の研究課題としたい。

参考文献

Basinger, J.（１９９８, October ９）“Fight Intensifies 

Over Accreditation of Teacher Education”. 

The Chronicle of Higher Education, A１２.

中央教育審議会（２００６）『今後の教員養成・免許制

度の在り方について』

Dill, D. D.（２０００a）“Designing Academic Audit: 

Lessons Learned in Europe and Asia”. 

Quality in Higher Education, ６, ３, １８７-２０７.

Dill, D. D. （２０００b）“Is There an Academic Audit 

in Your Future?: Reforming Quality Assurance 

in U.S. Higher Education”. Change, ３２, ４, ３５-４１.

El-Khawas, E.（２００５）Accreditation of Teacher 

Education in the US: An Audit Approach to 

Subject Assessment. Public Policy for Academic 

Quality Research Program, University of 

North Carolina at Chapel Hill

Ewell, P. T.（２００１）Piloting a New Approach to 

Accreditation in Teacher Education: An 

Evaluation of the TEAC/FISPE Project. 

National Center for Higher Education 

Management Systems

福留東士（２００５）「米国のアクレディテーションに

おけるアウトカム評価の動向」広島大学高等

教育研究開発センター編『高等教育の質的保

証に関する国際比較』，１６１-１７９．

Johnson, D. D., B. Johnson, S. J. Farenga, & D. 

Ness （２００５） Trivializing Teacher Education: 

the Accreditation Squeeze. Rowman & Littlefield 

Publishers

国立大学の教員養成系大学・学部の在り方に関す

る懇談会（２００１）『今後の国立大学の教員養成

系大学・学部の在り方について』

黒川昭和（１９７９）「アメリカにおける教師教育認定

標準の展開」『藤女子大学・藤女子短期大学紀

要』，１６，３９-２４４．

村田美穂（２００６）「ノディングズのケアリング論」中

野啓明・伊藤博美・立山善康編著『ケアリン

グの現在─倫理・教育・看護・福祉の境界を

越えて─』晃洋書房，９９-１０２．

Murray, F. B.（２００５）“On Building a Unified System of 

Accreditation in Teacher Education”. Journal of 

Teacher Education, ５６, ４, ３０７-３１７.

National Council for Accreditation of Teacher 

Education（２００６）Professional Standards for 

the Accreditation of Schools, Colleges, and 

Departments of Education: ２００６ Edition. Author

New York University, Steinhardt School of 

Education（２００６）TEAC Inquiry Brief. Author.

日本教育大学協会評価に関するプロジェクト

（２００６）『評価に関するプロジェクト─中間報

告─』（日本教育大学協会会報第９２号）

日本教育大学協会評価に関するプロジェクト

（２００７）『評価に関するプロジェクト報告書』

（日本教育大学協会会報第９４号）

佐々祐之，小江和樹，上谷順三郎，仮屋園昭彦，

土田理，溝口和宏（２００３）「大学における教員

養成に関する調査研究」『鹿児島大学教育学部

教育実践研究紀要』，１３，７７-９０．

拙稿（２００４）「米国教員養成機関のアクレディテー

ション市場に関する研究─新規参入団体によ

る影響を中心に─」『教育制度学研究』，

１１，２１５-２２８．

拙稿（２００６）「NCATEと TEACによる教員養成機

関の評価方法論」『広島大学大学院教育学研究

科紀要』第３部（教育人間科学関連領域），

５４，１３９-１４８．

Teacher Education Accreditation Council（２００５） 

Guide to Accreditation, Author

Teacher Education Accreditation Council（２００６） 

Guide to the TEAC Audit, Author

U. S. News & World Report（２００７）America’s Best 

Graduate Schools. Author

八尾坂修（１９９８）『アメリカ合衆国教員免許制度の

研究』風間書房



佐藤：アメリカにおける教員養成分野の第三者評価の実態 69

付記

　本稿は，平成１８・１９年度日本学術振興会科学研

究費補助金若手研究（スタートアップ）「米国教員

養成機関評価システムに関する実証的研究」（研究

代表者：佐藤仁，課題番号：１８８３００４４）による研

究成果の一部である。

（受稿日　平成１９年１０月２６日）



Research on Academic Degrees and University Evaluation, No. 7（2008）70

　This paper examines how the School of Education in New York University（NYU）prepared for 

accreditation conducted by the Teacher Education Accreditation Council（TEAC） . In the process of TEAC 

accreditation, the Center for Research of Teaching & Learning（CRTL） , established within the School of 

Education, played an important role. CRTL’s contribution included collecting a considerable amount of data 

related to student outcomes, helping prepare a self-report, and setting up a site visit by TEAC. With CRTL’s 

help, NYU succeeded in showing programs’ outcomes clearly and in verifying extensively the validity and 

reliability of these outcomes. Based on NYU’s experience here, TEAC will be able to conduct accreditation 

that respects the individual characteristics of each teacher education program through academic audit. 

However, for some programs, there will be difficulties in collecting and analyzing data and obtaining 

consensus about goals and missions among faculty members.
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